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実 績 評 価 書

平成１４年９月

政策体系 番 号

基本目標 ６ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てるこ

となどを可能にする社会づくりを推進すること

施策目標 ８ 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること

Ⅱ 母子及び寡婦の自立の促進を図ること

担当部局・課 主管課 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

関係課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 母子寡婦福祉貸付金制度の適正な運営を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

配偶者のない女子で現に児童（２０歳未満）を扶養している者、配偶者のない女子で

以前に配偶者のない女子として特定の児童を扶養していた者に対して母子寡婦福祉貸

付金を貸し付け、生活を支援している。

（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

母子寡婦福祉貸付金貸付件数 集計中56,846 57,562 58,074 57,424

技能講習会実施件数 集計中363 301 312 290
（備 考）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ

２．評 価

( ) 実績目標の達成状況の評価1
実績目標１ 母子寡婦福祉貸付金制度の適正な運営を図ること

有効性

離婚件数の増加に伴い、貸付け件数は概ね増加し、貸付金額も増加しているが、ニー

ズに対応した適正な運営が図られていると考えられる。

離婚件数： 件 → 件（人口動態統計）H12 250,529 H13 264,255
貸付金額： 千円→ 千円H9 20,674,628 H12 23,040,495

効率性



貸付金申請の審査を厳格かつ適正に行うことにより、資金の必要性に応じた効率的な

貸付けを行っている。

( ) 施策目標の達成状況と総合的な評価2
現状分析

母子世帯の平均年収は２２９万円であり（Ｈ１０全国母子世帯等調査 、一般世帯の）

平均年収（６５８万円）と比して低い水準にあり、経済的な支援が必要である。

施策手段の適正性の評価

母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を図るために、経済的支援の一つとして母子寡

婦福祉貸付金は一定の有効な役割を果たしている。

総合的な評価

これまでのところ、母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を図るために、母子寡婦福

祉貸付金は一定の有効な役割を果たしており、今後ともその適正な運営に努めていく

必要がある。

３．政策への反映方針

引き続き、ニーズの動向を考慮しつつ、母子寡婦福祉貸付金制度の適正な運営を図っ

ていくこととする。

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

10（「 」「 、 」「地方分権推進計画 国の行政組織等の減量 効率化等に関する基本計画 第

次定員削減計画 「行政改革大綱」等）」

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし



⑤会計検査院による指摘

なし


